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ＱＲコードを読み取るか、hino-reg@mlreg.tricorn.netへ空メールを送信してください。　 

adegh下表のとおりb多摩平の森ふれあい館k電話またはＥメール
で。住所、氏名、希望講座名を記入l女性いきいきチャレンジ応援協議体
事務局（緯８４３－３００６死info@herstory１１０１.net）
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●平成２４年度の保険料段階と金額 表１
５期保険料額基準額に

対する割合区分内容保険料
段階 年額月額

２８,４４０円２,３７０円０.５世帯全員住民税非課税者　老齢福祉年
金受給者、生活保護受給者第１段階

２８,４４０円２,３７０円０.５世帯全員住民税非課税者本人公的年金
等収入+合計所得金額≦８０万円第２段階

３６,９７０円３,０８１円０.６５世帯全員住民税非課税者本人公的年金
等収入+合計所得金額≦１２０万円

第３段階
（特例）

４２,６６０円３,５５５円０.７５世帯全員住民税非課税者本人公的年金
等収入+合計所得金額>１２０万円第３段階

４８,３４０円４,０２９円０.８５世帯住民税課税者有本人非課税本人公
的年金等収入+合計所得金額≦８０万円

第４段階
（特例）

５６,８８０円４,７４０円１世帯住民税課税者有本人非課税本人公
的年金等収入+合計所得金額>８０万円

第４段階
（基準額）

６２,５６０円５,２１４円１.１本人住民税課税者合計所得金額が１２５
万円未満第５段階

７１,１００円５,９２５円１.２５本人住民税課税者合計所得金額が１２５
万円以上〜１９０万円未満第６段階

８５,３２０円７,１１０円１.５本人住民税課税者合計所得金額が１９０
万円以上〜４００万円未満第７段階

９３,８５０円７,８２１円１.６５本人住民税課税者合計所得金額が４００
万円以上〜６００万円未満第８段階

１０２,３８０円８,５３２円１.８本人住民税課税者合計所得金額が６００
万円以上〜８００万円未満第９段階

１１３,７６０円９,４８０円２本人住民税課税者合計所得金額が８００
万円以上〜１,０００万円未満第１０段階

１２５,１３０円１０,４２８円２.２本人住民税課税者合計所得金額が
１,０００万円以上第１１段階

保育費用定員対象講師日時講座名

１歳６カ
月〜未就
学児

６００円１２組２４人赤ちゃんと保
護者

深澤和子氏
（ベビー＆チャイルド
ケアマッサージアドバ
イザー）

７／２６㈭
１３：００〜１４：３０

始めてのベビーマッ
サージ〜ふれあっ
て、にっこりの子育
て

１歳６カ
月〜未就
学児４人

９００円２０人
小学３年生以
下は保護者同
伴

林暁子氏
（小・中学校美術教員）

８／３㈮
９：３０〜１１：３０

個性De輝くハワイ
アン・ステンシル〜
Tシャツなどにオリ
ジナルステンシル

１歳６カ
月〜未就
学児４人

８００円
①６組
（１２人）
②１２人

①小学３年生
以上の親子

②中学・高校
生

佐伯千恵子氏
（パティシエ）

８／５㈰
①１０：００〜１１：３０
②１２：００〜１３：３０

ワンボールDe簡単
スイーツ〜プロのス
イーツ＆スイーツ・
アート・プレート

保育あり
※５００円

５００円
※材料
費別途

５０人
小学３年生以
下は保護者同
伴

【アートフラワー】高橋
美由紀氏【水彩画】三島
マサル氏【クラフトバ
ンド】井上ちさと氏【ア
ロマクラフト】山本純
代氏【アロマピクチャ
ー】和田和加子氏【北
欧手芸】松尾美三子氏

７／２８㈯
１０：００〜１５：００

親子De体験教室
個性豊かな自由工作
を仕上げよう！
※夏休みの課題をお
持ちください

は
、
①
所
得
割
額
②
資
産
割
額
③
均

等
割
額
④
平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
。

　
　

歳
未
満
の
方
と　

歳
以
上
の
方

４０

６５

は
「
医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
」
を
、　

歳
以
上　

歳
未
満

４０

６５

の
方
は
「
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
と
介
護
納
付
金
分
」
の

合
計
額
と
な
り
ま
す
（
表
２
参
照
）。

■
所
得
の
申
告

　

国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
方
は

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申

告
・
住
民
税
の
申
告
を
し
た
方
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成　

年
中
の
所

２３

得
が
分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
収
入
が
な
い
方

な
ど
も
、
申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
税

額
を
軽
減
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
表
３
参
照
）。

■
納
税
に
つ
い
て

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
お
支

払
い
の
方
は
、
第
１
期
納
期
限
は
７

月　

日
㈫
で
す
。
全
納
を
希
望
さ
れ

３１
る
方
は
、
１
期
～
９
期
の
納
付
書
を

ま
と
め
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

煙
年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
の
は
、
加
入
者
で
あ

る
世
帯
主
が　

歳
以
上
で
、
一
定
の

６５

条
件
に
当
て
は
ま
る
世
帯
で
す
。
対

象
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

煙
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
変

更
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
お

申
し
出
が
必
要
で
す
。

▼
次
の
事
由
の
方
は
ご
相
談
を

煙
会
社
都
合
に
よ
る
離
職
し
た
方

煙
災
害
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、

生
活
が
困
窮
し
た
と
き

l
保
険
年
金
課
保
険
税
係

 
■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ
～
次
の
各
制
度
の
ご

利
用
を

▼
保
険
料
免
除
制
度

　

前
年
の
本
人
、配
偶
者
、世
帯
主
の

所
得
に
基
づ
き
申
請
が
承
認
さ
れ
ま

す
。「
全
額
免
除
」
と
保
険
料
の
一
部

を
納
付
す
る
こ
と
で
残
り
が
免
除
と

な
る「
一
部
納
付
」制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
～　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　

同
居
の
世
帯
主
の
前
年
所
得
に
か

か
わ
ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人
お
よ

３０

び
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。　

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
・
短
大
・
専
修
学
校
な
ど
に

通
っ
て
い
る
学
生
で
、
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ

り
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
申
請
は
毎
年
必
要
で
す

年
　
金

年
　
金

が
、
全
額
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予

に
限
り
、
申
請
時
に
翌
年
以
降
の
継

続
申
請
を
希
望
で
き
ま
す
。
承
認
期

間
は
、
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予
が

７
月
～
翌
年
の
６
月
、
学
生
納
付
特

例
制
度
は
４
月
～
翌
年
の
３
月
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
申
請
が
承
認
さ
れ

た
期
間
に
つ
い
て
は
、　

年
以
内
で

１０

あ
れ
ば
一
定
の
金
額
を
加
算
し
て
保

険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
（
追

納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

l
立
川
年
金
事
務
所
（
緯　

・
０
３

５２３

５
２
）、
市
保
険
年
金
課
年
金
係

 
■
東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
の
就

業
支
援

▼　

歳
以
上
対
象
～
合
同
就
職
面
接

５５
会
…
a
７
月　

日
㈮
午
後
１
時
～
４

２０

時
※
受
け
付
け
は
午
後
３
時　

分
ま

３０

で
▼
自
分
を
生
か
す
再
就
職
対
策
講

座
▼　

～　

歳
対
象
・
就
活
ワ
ー
ク

３０

４４

ト
レ
イ
ン
多
摩
▼
こ
れ
か
ら
働
く
女

性
対
象
～
一
日
で
わ
か
る
再
就
職
の

ポ
イ
ン
ト
▼　

歳
以
下
対
象
～
実
践

３４

！
採
用
担
当
者
に
選
ば
れ
る
応
募
書

類
＆
面
接
対
策
講
座
▼　

～　

歳
対

３０

５４

象
・
実
践
！
採
用
さ
れ
る
た
め
の
応

募
書
類
・
面
接
対
策
講
座
※
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
を
l
東
京
し
ご
と
セ

ン
タ
ー
多
摩（
緯　
・　
・
４
５
２
４
）

０４２
３２９

■
福
祉
の
し
ご
と
相
談
・
面
接
会
～

市
内
の
福
祉
事
業
所　

社
が
出
展

１２

a
７
月　

日
㈭
午
後
１
時
～
４
時
b

１２

多
摩
平
の
森
ふ
れ
あ
い
館
d
求
人
職

種
…
保
育
士
、
介
護
職
、
訪
問
介
護

員
、
理
学
療
法
士
、
看
護
師
、
調
理

員
l
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
ひ
の（
緯　
・
５８６

９
５
１
７
）

■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
案

内
説
明
会

a
７
月　

日
㈫
午
前　

時
か
ら
b
生

１０

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
d
事
業
紹
介
、

概
要
説
明
f　

歳
以
上
の
方
※
特
に

６０

清
掃
を
希
望
す
る
女
性
l
日
野
市
シ

働
　
く

働
　
く

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
緯　

・
８

５８１

１
７
１
）

 
■
特
別
支
援
学
級
な
ど
へ
の
就
学
・

進
学
説
明
会
の
開
催

a
７
月　

日
㈬
午
前　

時
～
正
午
b

２５

１０

市
役
所
５
階　

会
議
室
d
就
学
相
談

５０４

の
説
明
、
都
立
特
別
支
援
学
校
お
よ

び
市
内
特
別
支
援
学
級
な
ど
の
紹
介

※
個
別
相
談
あ
り

k
電
話
※
空
き
が
あ

れ
ば
当
日
入
場
可
l
特
別
支
援
教
育

推
進
チ
ー
ム

■
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
お
子

さ
ま
を
対
象
に
就
学
相
談
を
実
施

　

入
園
・
入
学
に
不
安
を
お
持
ち
の

方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

a
月
曜
～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後

４
時
f
来
年
度
か
ら
幼
稚
園
、
小
・

中
学
校
に
入
学
予
定
の
お
子
さ
ま
と

保
護
者
j
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
k
電

話
l
特
別
支
援
教
育
推
進
チ
ー
ム

教
　
育

教
　
育

■
教
育
委
員
会
平
成　

年
度
第
４
回

２４

定
例
会

a
７
月　

日
㈭
午
後
２
時
か
ら
k
傍

１２

聴
希
望
の
方
は
開
催
時
刻　

分
前
ま

２０

で
に
市
役
所
５
階
教
育
部
庶
務
課
で

受
け
付
け
※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽

選
l
教
育
部
庶
務
課

（広告）

国民健康保険税の計算方法（年間分） 表２
介護納付金分＝①＋③
（限度額１２万円）

後期高齢者支援金分＝①＋③
（限度額１４万円）

医療保険分＝①＋②＋③＋④
（限度額５１万円）

①所得割額：所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額：所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×１.２％

①所得割額：所得に応じて計算
する額（前年の総所得金額－基
礎控除３３万円）×４.８％
②資産割額：固定資産税額に応
じて計算する額(本年度の固定
資産税額)×１０％

③均等割額：（該当者の人数）
×１２,０００円

③均等割額：世帯の加入者に
応じて計算する額（加入者の
人数）×６,０００円

③均等割額：世帯の加入者に応
じて計算する額（加入者の人数）
×１８,６００円
④平等割額：１世帯に９,０００円

国民健康保険税軽減率 表３

軽減の
内容

総所得金額が下記の基準
を超えない世帯

７割３３万円以下

５割
３３万円+（２４万５千円×
世帯主を除く被保険者
数）以下

２割３３万円+（３５万円×被保
険者数）以下
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シ
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歳
以
上
の
方
へ
～
平
成　

年
度

６５

２４

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
が
７
月　
１１

日
に
発
送
さ
れ
ま
す

▼
保
険
料

　
　

歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
３
年

６５
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
、
平
成　

年
度
か
ら
３
年
間

２４

の
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
見
込
み
を
も
と

子
育
て

子
育
て

介
護
保
険

介
護
保
険

に
、
新
た
な
基
準
額
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

煙
基
準
月
額
…
４
千　

円
７４０

煙
段
階
区
分
毎
の
金
額
…
表
１
参
照

▼
納
付
方
法

煙
特
別
徴
収
の
方
…
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す

煙
普
通
徴
収
の
方
…
同
封
の
納
付
書

で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
※
口
座
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の
方
を
除
く

▼
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め
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れ
に
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注
意
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保
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な
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介
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じ
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あ
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■
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
～
納
税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
納
税
通
知
書
を
７

２４

月　

日
㈭
に
世
帯
主
様
宛
て
に
送
付

１２
し
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
課
税
額

国
　
保

国
　
保


